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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高分子樹脂及び添加剤を含むベースコンパウンドと板状廃ガラスチップを含み、前記板
状廃ガラスチップは廃棄されたＬＣＤのバックライトユニットから得られた０．６ｍｍ以
下の厚さを有する薄板廃ガラスが粉砕されたものであって８ｍｍを超え２０ｍｍ以下の平
均粒径を有することを特徴とする人造大理石。
【請求項２】
　前記人造大理石は、前記ベースコンパウンド１００重量部に対して前記板状廃ガラスチ
ップ３００～６００重量部を含むことを特徴とする、請求項１に記載の人造大理石。
【請求項３】
　前記板状廃ガラスチップは、表面にパールパウダーが塗布されたものであることを特徴
とする、請求項１又は２に記載の人造大理石。
【請求項４】
　前記パールパウダーは、天然パール、合成パール、及びメタルパールのうち一つ以上で
あることを特徴とする、請求項３に記載の人造大理石。
【請求項５】
　前記高分子樹脂は、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、メラミン樹脂及び不飽和ポリエステ
ル樹脂からなる群より選ばれる一つ以上を含むことを特徴とする、請求項１～４の何れか
一項に記載の人造大理石。
【請求項６】
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　前記添加剤は、顔料、促進剤、重合開始剤及び架橋剤のうち一つ以上を含むことを特徴
とする、請求項１～５の何れか一項に記載の人造大理石。
【請求項７】
　前記架橋剤は、分子内で共重合可能な二重結合を含み、バインダー主鎖内の２重結合と
架橋結合するアクリル系多官能性単量体であって、エチレングリコールジメタクリレート
（ＥＤＭＡ）、ジエチレングリコールジメタクリレート（２ＥＤＭＡ）、トリエチレング
リコールジメタクリレート（３ＥＤＭＡ）、テトラエチレングリコールジメタクリレート
（４ＥＤＭＡ）、トリメチロールプロパントリメタクリレート（ＴＭＰＭＡ）、１，６―
ヘキサンジオールジメタクリレート及びポリブチレングリコールジメタクリレート、ネオ
ペンチルグリコールジメタクリレートのうち単独又は２種以上の混合物やスチレン系モノ
マーであることを特徴とする、請求項６に記載の人造大理石。
【請求項８】
　前記人造大理石は、表面処理層をさらに含むことを特徴とする、請求項１～７の何れか
一項に記載の人造大理石。
【請求項９】
　（ａ）廃棄されたＬＣＤのバックライトユニットから０．６ｍｍ以下の厚さを有する薄
板廃ガラスを得て、これを粉砕して８ｍｍを超え２０ｍｍ以下の平均粒径を有する板状廃
ガラスチップを形成する段階；
　（ｂ）高分子樹脂及び添加剤を含むベースコンパウンドに前記板状廃ガラスチップを混
合する段階；
　（ｃ）前記板状廃ガラスチップが混合された前記ベースコンパウンドをモールドに注入
し、モールドの形状に対応する形状を成形する段階；及び
　（ｄ）前記（ｃ）段階の前記ベースコンパウンドを前記モールドの形状通りに硬化させ
る段階；を含むことを特徴とする人造大理石の製造方法。
【請求項１０】
　前記（ｂ）段階では、前記ベースコンパウンドに天然石粉、ガラスチップ及びミラーチ
ップのうち一つ以上をさらに混合することを特徴とする、請求項９に記載の人造大理石の
製造方法。
【請求項１１】
　前記（ｂ）段階は、
　（ｂ―１）前記板状廃ガラスチップに天然パール、合成パール、及びメタルパールのう
ち一つ以上と添加剤を混合する段階；
　（ｂ―２）前記（ｂ―１）段階の混合物に高分子樹脂を混合する段階；及び
　（ｂ―３）前記（ｂ―２）段階の混合物に無機パウダーを混合する段階；を含むことを
特徴とする、請求項９又は１０に記載の人造大理石の製造方法。
【請求項１２】
　前記（ｃ）段階の前記成形は、真空圧縮プレス工程によって行われることを特徴とする
、請求項９～１１の何れか一項に記載の人造大理石の製造方法。
【請求項１３】
　（ｅ）前記人造大理石を表面処理する段階；をさらに含むことを特徴とする、請求項９
～１２の何れか一項に記載の人造大理石の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、板状廃ガラスチップを含む人造大理石及びその製造方法に関し、より詳細に
は、従来の人為的な美感の人造大理石とは異なって多量の板状廃ガラスチップを用いるこ
とによって、天然石のような自然な外観を有しながらも、優れた表面物性及び広い活用性
を有する人造大理石を製造する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　人造大理石は、自然大理石よりも相対的に軽量であり、多様な外観具現が可能な自然大
理石の代替物であって、床材、壁材、テーブル、キッチン、板、洗面化粧台などに多様に
使用されている。
【０００３】
　このような人造大理石には天然石のような美的でかつ高級な質感が要求されており、ど
のように天然石の質感を示すかが重要な課題となっている。
【０００４】
　これと関連した従来の人造大理石は、主にアクリル系樹脂を用いて製造している。アク
リル系樹脂人造大理石の製造方法は、メチルメタクリレートなどのモノマーとポリメチル
メタクリレートとを混合したコンパウンドに顔料及び促進剤などとその他添加剤を混合し
た後、モールドに注入して硬化させる製造方法である。
【０００５】
　このとき、外観を表現する手段としてのチップとしては、通常使用されるＰＭＭＡチッ
プを主に使用する。すなわち、ＰＭＭＡ平板を製造した後、この平板を多様な大きさに粉
砕してチップを製造し、これを前記アクリル系樹脂に混合する。
【０００６】
　このような通常の人造大理石は、金属材の材質を使用するため、硬くかつ冷たい感じを
与える。
【０００７】
　また、鮮明な外観イメージを提供できず、表面物性も基準値に及ばないため、人造大理
石としての特性を満足できないという限界を示している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上述した問題を解決するために、ＬＣＤバックライトユニットの廃棄物であ
る０．６ｍｍ以下の薄板ガラスを用いて製造された板状廃ガラスチップを使用することに
よって、２０ｍｍ以下の平均粒径を有する大型サイズのチップを使用できるようにし、そ
の結果、天然石のような外観を有しながらも優れた物性を有する人造大理石の製造方法を
提供することをその目的とする。
【０００９】
　併せて、本発明は、上述した製造方法を用いることによって、ＬＣＤバックライトユニ
ット用ガラスを再活用して製造された、環境にやさしい人造大理石を提供することをその
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記一つの目的を達成するための本発明の一実施例に係る人造大理石は、高分子樹脂及
び添加剤を含むベースコンパウンドと板状廃ガラスチップを含み、前記板状廃ガラスチッ
プは、０．６ｍｍ以下の厚さを有する廃ガラスが粉砕されたものであることを特徴とする
。
【００１１】
　ここで、前記人造大理石は、前記ベースコンパウンド１００重量部に対して前記板状廃
ガラスチップ３００～６００重量部を含むことを特徴とする。
【００１２】
　また、前記板状廃ガラスチップとしては、ＬＣＤバックライトユニット用ガラス（ＬＣ
Ｄ　ＢＬＵ　Ｇｌａｓｓ）が粉砕されたものであって、平均粒径が２０ｍｍ以下の大きさ
であるものを用い、表面にパールパウダーを塗布して用いることを特徴とする。
【００１３】
　また、前記パールパウダーは、天然パール、合成パール、及びメタルパールのうち一つ
以上であることを特徴とし、前記高分子樹脂は、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、メラミン
樹脂及び不飽和ポリエステル樹脂からなる群より選ばれる一つ以上を含むことを特徴とし
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、前記添加剤は顔料、促進剤、重合開始剤及び架橋剤のうち一つ以上を含むことを特徴と
する。
【００１４】
　このとき、前記架橋剤は、分子内で共重合可能な二重結合を含み、バインダー主鎖内の
２重結合と架橋結合するアクリル系多官能性単量体であって、エチレングリコールジメタ
クリレート（ＥＤＭＡ）、ジエチレングリコールジメタクリレート（２ＥＤＭＡ）、トリ
エチレングリコールジメタクリレート（３ＥＤＭＡ）、テトラエチレングリコールジメタ
クリレート（４ＥＤＭＡ）、トリメチロールプロパントリメタクリレート（ＴＭＰＭＡ）
、１，６―ヘキサンジオールジメタクリレート及びポリブチレングリコールジメタクリレ
ート、ネオペンチルグリコールジメタクリレートのうち単独又は２種以上の混合物やスチ
レン系モノマーなどを使用することができる。
【００１５】
　また、前記人造大理石は表面処理層をさらに含むことを特徴とする。
【００１６】
　併せて、本発明に係る人造大理石の製造方法は、（ａ）薄板廃ガラスを粉砕して板状廃
ガラスチップを形成する段階と、（ｂ）高分子樹脂及び添加剤を含むベースコンパウンド
に前記板状廃ガラスチップを混合する段階と、（ｃ）前記板状廃ガラスチップが混合され
た前記ベースコンパウンドをモールドに注入し、モールドの形状に対応する形状を成形す
る段階と、（ｄ）前記（ｃ）段階の前記ベースコンパウンドを前記モールドの形状通りに
硬化させる段階とを含むことを特徴とする。
【００１７】
　ここで、前記板状廃ガラスチップは、０．６ｍｍ以下の厚さ、２０ｍｍ以下の平均粒径
を有することを特徴とし、前記（ｂ）段階では、前記ベースコンパウンドに天然石チップ
、ガラスチップ及びミラーチップのうち一つ以上をさらに混合することを特徴とする。
【００１８】
　次に、前記（ｂ）段階は、（ｂ―１）前記板状廃ガラスチップに天然パール、合成パー
ル、及びメタルパールのうち一つ以上と添加剤を混合する段階と、（ｂ―２）前記（ｂ―
１）段階の混合物に高分子樹脂を混合する段階と、（ｂ―３）前記（ｂ―２）段階の混合
物に無機パウダーを混合する段階とを含むことを特徴とする。
【００１９】
　その次に、前記（ｃ）段階の前記成形は真空圧縮プレス工程であることを特徴とし、（
ｅ）前記人造大理石を表面処理する段階をさらに含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明は、従来の人造大理石とは異なって板状廃ガラスチップを使用し、特に０．６ｍ
ｍ以下の厚さを有する薄板ガラスを使用するので、ＬＣＤ廃棄物の一つであるバックライ
トユニット用強化ガラスを再活用することによって、環境汚染を防止しながらも製造費用
を節減させることができ、高硬度の特性を得ることができるという効果を提供する。
【００２１】
　併せて、本発明は、０．６ｍｍ以下の薄板ガラスを使用することによって、２０ｍｍ以
下の大粒径を有するチップを容易に製造することができ、このような大粒径のチップを使
用することによって、既存のシリカ系人造大理石では具現が不可能であった天然石（特に
パール類石材）に近接した外観を得ることができるという効果を提供する。
【００２２】
　また、本発明に係る人造大理石は、前記のような天然石質感効果を具現できるので、家
電、家具及びインテリア壁体などの多様な製品群に適用することができるという効果を提
供する。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の一実施例に係る板状廃ガラスチップを含む人造大理石の製造方法を示す
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フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本発明の利点及び特徴、そして、それらを達成する方法は、添付の図面と共に詳細に説
明している各実施例を参照すれば明確になるだろう。しかし、本発明は、以下で開示する
各実施例に限定されるものではなく、互いに異なる多様な形態で具現可能である。ただし
、本実施例は、本発明の開示を完全にし、本発明の属する技術分野で通常の知識を有する
者に発明の範疇を完全に知らせるために提供されるものであって、本発明は、請求項の範
疇によって定義されるものに過ぎない。明細書全体にわたって同一の参照符号は同一の構
成要素を示す。
【００２５】
　以下、添付の図面を参照して本発明に係る板状廃ガラスチップを含む人造大理石及びそ
の製造方法について詳細に説明する。
【００２６】
　本発明に係る人造大理石は、一つ以上の高分子樹脂及び添加剤を含む人造大理石製造用
ベースコンパウンドに板状廃ガラスチップが添加され、透明でありながらも自然な形態の
マーブリング表面を具現することができる。
【００２７】
　ここで、板状廃ガラスチップは、人造大理石用ベースコンパウンド１００重量部に対し
て３００～６００重量部含まれる比率で添加されることが望ましい。板状廃ガラスチップ
の添加比率が３００重量部未満である場合は表面での効果が差別化されなく、６００重量
部を超える場合はミキシング過程で割れが多く発生し得る。また、各チップ間の空間が相
対的に増加し、均一な空間を提供しないので、バインダーが十分に埋め込まれないことに
よって、成形された製品の表面にピンホールを含有する場合が多く、内部に充填されてい
ない部分も多く観察されるなど、大理石形態の製造のためのモールディング成形が具現さ
れないという問題があった。
【００２８】
　次に、板状廃ガラスチップは、その平均粒径が２０ｍｍ以下の大きさを有し、０．６ｍ
ｍ以下の厚さを有するものが添加される場合、最も優れた形態の大理石の外観イメージが
具現された。
【００２９】
　ここで、本発明に係る板状廃ガラスチップは、上述した平均粒径及び厚さ条件を有する
限り、その種類には大きく制限がない。
【００３０】
　このとき、ＬＣＤ用バックライトユニットには、厚さが０．６ｍｍ以下の薄板ガラスが
主に使用される。
【００３１】
　一方、最近は、ＣＲＴモニターからＬＣＤモニターに急激な世代交替が行われており、
その過程で現在捨てられているＬＣＤ用バックライトユニットが急激に増加している実情
がある。
【００３２】
　したがって、本発明では、前記ＬＣＤ用バックライトユニットに使用される廃ガラスを
再活用することによって、環境汚染を防止することができ、人造大理石の製造のための費
用も節減できるという効果を得ることができる。
【００３３】
　併せて、一般にＬＣＤ用バックライトユニットに使用される薄板ガラスは、製品の特性
上、非常に透明でありながらも、全体の重さ節減のために厚さを薄く形成し、かつ、強度
は非常に高いものを使用している。
【００３４】
　したがって、このようなＬＣＤ用バックライトユニットに使用される薄板ガラスを用い
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て板状の廃ガラスチップを製造する場合、高硬度を得られるとともに、優れた透明性によ
って流麗な外観イメージも同時に確保できるという長所がある。
【００３５】
　併せて、既存の鏡や一般のガラス破砕物の場合、ほとんどの平均粒径が８ｍｍを超える
ことはできなかった。この場合、原料ミキシングのためのインペラとミキサー壁との間に
ガラス破砕物が集まって挟まる現象が頻繁に発生し、その結果、原料混合が円滑に行われ
なかった。したがって、透明なガラス添加効果が著しく低下し、天然大理石のパターンを
得るのに失敗する場合がほとんどであった。
【００３６】
　その一方、本発明に係る０．６ｍｍ以下の薄板を粉砕する場合は、平均的に２０ｍｍ以
下の粒径を有する板状破砕物が主に形成されるので、透明でかつ流麗な外観を有する天然
大理石のパターン具現効果を極大化させることができた。
【００３７】
　これは、球状の粒子より薄板状のチップを多量投入したとき、高圧の成形条件でその内
部組織が押されたような板状に形成する際により有利であり、成形物がより安定的な状態
で形成されるためである。
【００３８】
　したがって、本発明に係る板状廃ガラスチップを用いると、成形品組織の緻密性を向上
させ、その物理的特性を向上させることができる。そして、このとき、このような効果を
極大化させるために、本発明では、板状廃ガラスチップに前記のような一般ガラス及び鏡
を粉砕した破砕物をさらに添加して使用することができる。
【００３９】
　このような板状廃ガラスチップは、ベースコンパウンド内に混合されて使用されるが、
本発明に係る板状廃ガラスチップの平均粒径が２０ｍｍを超える場合は、大理石パターン
の制御のための混合が容易でないという問題が生じ得る。すなわち、ミキシング過程で板
状廃ガラスチップが割れる場合があり、これによって、却って不良発生確率が高くなり得
るので、本発明では、板状廃ガラスチップの平均粒径を前記条件範囲内に調節することが
望ましい。
【００４０】
　次に、人造大理石のベースコンパウンドを構成する具体的な高分子樹脂は特別に制限さ
れない。
【００４１】
　本発明のコンパウンドとしては、アクリル系人造大理石、不飽和ポリエステル系人造大
理石、エポキシ系人造大理石などを含む、この分野で公知の各種人造大理石の製造のため
に使用されるコンパウンドを制限なく使用することができる。
【００４２】
　ここで、本発明では、前記のようなコンパウンドの例として、アクリル系樹脂、不飽和
ポリエステル系樹脂、エポキシ系樹脂及びメラミン系樹脂からなる群より選ばれた一つ以
上を挙げることができる。
【００４３】
　前記アクリル樹脂の種類は特別に限定されなく、前記アクリル樹脂としては、例えば、
メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、ブチルメタクリレート、２―エチルヘキ
シルメタクリレート、ベンジルメタクリレート及びグリシジルメタクリレートからなる群
より選ばれた一つ以上のアクリル系単量体を含む重合体を使用することができる。
【００４４】
　次に、前記不飽和ポリエステルの種類も特別に制限されなく、前記不飽和ポリエステル
としては、例えば、α，β―不飽和二塩基酸又は前記二塩基酸と飽和二塩基酸の混合物及
び多価アルコールの縮合反応を通して製造されるものであって、酸価が５～４０、分子量
が１，０００～５，０００であるポリエステル樹脂を使用することができる。
【００４５】
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　また、前記エポキシ樹脂の種類も特別に限定されなく、前記エポキシ樹脂としては、例
えば、二官能又は多官能性エポキシ樹脂を使用することができる。前記二官能又は多官能
性エポキシ樹脂としては、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、ビスフェノールＳ型エポキ
シ樹脂、テトラフェニルエタンエポキシ樹脂及びフェノールノボラック型エポキシ樹脂を
使用することができる。
【００４６】
　前記添加剤は、重合開始剤、流動添加剤などの人造大理石の製造のための公知の各種添
加剤を意味する。
【００４７】
　このような添加剤の種類も特別に限定されるものではなく、前記添加剤は、顔料、促進
剤、重合開始剤及び架橋剤のうち一つ以上を含むことができる。そのうち、架橋剤は分子
内で共重合可能な二重結合を含み、バインダー主鎖内の２重結合と架橋結合するアクリル
系多官能性単量体であって、エチレングリコールジメタクリレート（ＥＤＭＡ）、ジエチ
レングリコールジメタクリレート（２ＥＤＭＡ）、トリエチレングリコールジメタクリレ
ート（３ＥＤＭＡ）、テトラエチレングリコールジメタクリレート（４ＥＤＭＡ）、トリ
メチロールプロパントリメタクリレート（ＴＭＰＭＡ）、１，６―ヘキサンジオールジメ
タクリレート及びポリブチレングリコールジメタクリレート、ネオペンチルグリコールジ
メタクリレートのうち単独又は２種以上の混合物やスチレン系モノマーなどを使用するこ
とができる。
【００４８】
　次に、本発明に係る人造大理石を構成する板状廃ガラスチップの他に、付加的な加工樹
脂チップを使用することができる。例えば、アクリル系列の樹脂チップ及び天然素材チッ
プからなる群より選ばれた一つ以上のチップを使用することができる。
【００４９】
　したがって、本発明に係る人造大理石に付加的に含まれるチップとしては、この分野で
通常使用されるものであれば、特別な制限なく使用することができる。例えば、花崗岩、
大理石などの天然石粉砕物、鏡、ガラス及び石英石粉砕物などの高硬度素材はもちろん、
アクリル樹脂、エポキシ樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、メラミン樹脂からなる群より選
ばれる一つ以上の樹脂組成物で製造される低硬度チップも使用することができる。
【００５０】
　また、本発明では、板状廃ガラスチップの製造過程で適切な顔料や染料などの有色材料
を添加したり、又は粉砕されたチップ上にコーティング又は蒸着によって有色材料を表面
処理したりすることによって、各種色相の着色チップを製造することができる。
【００５１】
　特に、パールパウダーを用いて着色チップを製造するにおいて、天然螺鈿、石、石粉、
石英、炭、黄土、磁石粉、香料、パール、貝殻類及びミラーパウダーからなる群より選ば
れる一つ以上を含むことができ、合成パールを用いることもでき、特別にこれに制限され
ることはない。
【００５２】
　ここで、前記着色チップを使用して本発明に係る人造大理石を製造する場合、前記着色
チップは、隣接するチップ同士が類似する色感を有して配列されることが望ましい。その
理由は、人造大理石の自然な美感演出などのためである。
【００５３】
　次に、本発明に係る天然大理石パターンを含む人造大理石は、上部に表面処理層をさら
に含むことができる。
【００５４】
　表面処理層は、人造大理石の耐スクラッチ性や耐磨耗性などの表面品質を向上させたり
、耐汚染性を改善して掃除を容易にしたりするための目的などでカバーコンパウンド層上
に形成される。このような表面処理層は、ポリウレタン、ウレタンアクリル系樹脂、シリ
コーン変性樹脂及びワックスなどを含むことができる。
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【００５５】
　上述したような本発明の人造大理石は、板状廃ガラスチップを使用することによって、
透明でかつ清らかな感じの外観を具現できるので、モダンでかつシンプルでありながら未
来的なデザインを具現することができる。
【００５６】
　また、表面処理層をさらに形成し、高光沢の流麗な表面を有するコーティング層を形成
できるが、以下では、このような形態の人造大理石を製造する方法について具体的に説明
する。
【００５７】
　図１は、本発明の一実施例に係る板状廃ガラスチップを含む人造大理石の製造方法を示
すフローチャートである。
【００５８】
　図１を参照すると、薄板廃ガラスを粉砕して板状廃ガラスチップを形成する段階（Ｓ１
００）と、高分子樹脂及び添加剤を含むベースコンパウンドに前記板状廃ガラスチップを
混合する段階（Ｓ１２０）と、前記板状廃ガラスチップが混合された前記ベースコンパウ
ンドをモールドに注入し、モールドの形状に対応する形状を成形する段階（１３０）と、
前記ベースコンパウンドを前記モールドの形状通りに硬化させる段階（Ｓ１４０）とを含
む順序で行われる。
【００５９】
　ここで、前記モールドを用いた前記成形段階は、真空圧縮プレス工程を用いることを特
徴とし、前記人造大理石を表面処理する段階（１５０）をさらに含む。
【００６０】
　併せて、板状廃ガラスチップをベースコンパウンドに混合する段階（Ｓ１２０）では、
前記ベースコンパウンドに天然石チップ、ガラスチップ及びミラーチップのうち一つ以上
をさらに混合する段階をさらに行えるが、以下では、その具体的な過程を説明する。
【００６１】
　まず、前記薄板廃ガラスチップに天然パール、合成パール、及びメタルパールのうち一
つ以上と添加剤を混合する段階（Ｓ１１０）と、前記チップの表面に均一にパール又は金
属パウダーが塗布されたかどうかを確認した後、前記混合物に高分子樹脂を混合する段階
とを行うことができる。
【００６２】
　その次に、前記高分子樹脂がチップの表面に十分に吸油されたかどうかを確認した後、
無機パウダーをさらに混合することができる。このとき、無機パウダーとしては、石、石
粉、石英、炭、黄土及び磁石粉などから選ばれる一つ以上を使用することができる。
【００６３】
　このとき、高分子樹脂が正常に吸油されたかどうかを確認しない場合、ミキシングを正
常に行うことができなく、添加物とコンパウンドとの界面に気泡が発生するなどの副作用
が発生し得る。
【００６４】
　また、大理石パターンの制御を容易にし、気泡の発生を最小化することによって人造大
理石に自然な美感を持たせるためには、モールド成形時に、真空圧縮プレス工程で製造す
ることが望ましい。
【００６５】
　次に、硬化方法は特別に限定されず、この分野で公知の方法を用いればよい。例えば、
本発明では、モールド内部の温度を常温～１００℃の範囲に維持した状態で硬化すること
ができる。
【００６６】
　その次に、硬化温度は、目的とするコンパウンド層の厚さ又は使用されるコンパウンド
の量などに応じて適宜変更することができる。
【００６７】
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　その次に、本発明に係る人造大理石の表面に耐スクラッチ性や耐磨耗性などの表面品質
を向上させたり、耐スクラッチ性を改善したりするために表面処理する段階をさらに行う
ことができる。
【００６８】
　上述したように、本発明では、従来の人造大理石とは異なって板状廃ガラスチップを使
用し、特に、０．６ｍｍ以下の厚さを有する薄板ガラスを使用するので、ＬＣＤ廃棄物の
一つであるバックライトユニットを再活用することができる。
【００６９】
　したがって、環境汚染を防止しながらも製造費用を節減させることができ、高硬度特性
を得ることができる。
【００７０】
　併せて、本発明は、０．６ｍｍ以下の薄板ガラスを使用することによって、２０ｍｍ以
下の大粒径を有するチップを使用することができ、その結果、天然石に近接した外観及び
物理的特性を得ることができる。
【００７１】
　したがって、本発明に係る人造大理石は、家電、家具及びインテリア壁体などの多様な
製品群に広範囲に活用することができる。
【００７２】
　以上では、本発明の実施例を中心に説明したが、これは例示的なものに過ぎなく、本発
明の属する技術分野で通常の知識を有する技術者であれば、これから多様な変形及び均等
な他の実施例が可能であることを理解するだろう。したがって、本発明の真の技術的保護
範囲は、以下で記載する特許請求の範囲によって判断しなければならない。

【図１】
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